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日)

第
三
千
百
八
十
号



( )

公

告

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

(

平
成
二
十
一
年

一
月
九
日
公
表)

の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
前
田
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

前
田

明
賢

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
駒
込
字
月
見
野
三
六
〇
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
九)

第
九
〇
三
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

石
、
鋼
構
造
物
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
工
藤
住
建

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

勝
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
八
〇
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
二
〇
七
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
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( )

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
一
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
目

屋
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

修

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

地
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日青

森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

｢

別
表
第
七
の
医
療
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給

青 森 県 報平成21年12月28日 月曜日 第3180号5

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

〃

三
上
源
一
郎

三
上

千
俊

弘
前
市
大
字
番
館
字
長
田
二
四
の
一

〃

〃

字
山
辺
一
七
の
一

平
成
��

･

�･

��

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

小
泉

功

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
小
泉
二
二
の
一

平
成
��･

�･

��

34
35
36
37
37
38
38
39
39
40

33
34
34
35
35
36
36
37
38
39



( )

又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た

職
員(

個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。)

の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日青

森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
者
(第
４
条
関
係
)

職
員
の

区
分

職
務
の
級

号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

再任用職員以外の職員

１
か
ら

４
ま
で

2,900円
3,100円

6,200円
9,900円

５
か
ら

８
ま
で

3,000
3,300

6,400
10,100

９
か
ら

12ま
で

3,100
3,500

6,700
10,400

13か
ら

16ま
で

3,200
3,600

7,100
10,600

17か
ら

20ま
で

3,400
3,800

7,400
10,800

21か
ら

24ま
で

3,600
4,100

7,600
11,000

25か
ら

28ま
で

3,800
4,200

7,900
11,200

29か
ら

32ま
で

3,900
4,400

8,100
11,300

33か
ら

36ま
で

4,100
4,600

8,300
11,500

37か
ら

40ま
で

4,300
4,800

8,600
11,700

41か
ら

44ま
で

4,500
5,100

8,700
45か
ら

48ま
で

4,600
5,400

9,000
49か
ら

52ま
で

4,800
5,600

9,200
53か
ら

56ま
で

4,900
6,000

9,400
57か
ら

60ま
で

5,100
6,300

9,700
61か
ら

64ま
で

5,300
6,500

9,900
65か
ら

68ま
で

5,400
6,900

10,100
69か
ら

72ま
で

5,600
7,200

10,200
73か
ら

76ま
で

5,700
7,500

10,400
77か
ら

80ま
で

5,900
7,700

10,600
81か
ら

84ま
で

6,000
7,900

10,700
85か
ら

88ま
で

6,100
8,100

10,800
89か
ら

92ま
で

6,300
8,300

10,900
93か
ら

96ま
で

6,400
8,500

11,100
97か
ら
100ま

で
6,500

8,700
101か

ら
104ま

で
6,600

8,900
105か

ら
108ま

で
6,700

9,100
109か

ら
112ま

で
6,700

9,300
113か

ら
116ま

で
6,800

9,400
117か

ら
120ま

で
6,900

9,600
121か

ら
124ま

で
6,900

9,700
125か

ら
128ま

で
7,000

9,800
129か

ら
132ま

で
10,000

133か
ら
136ま

で
10,100

137か
ら
144ま

で
10,200

145か
ら
148ま

で
10,300

149
10,400

再
任
用

職
員

4,600
5,600

7,400
9,400



( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
九
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

脳
神
経
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に

｢

、
糖
尿
病
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
、
同
条
第
二

項
中

｢

泌
尿
器
科｣

の
下
に

｢

、
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頸
部
外
科｣

を
加
え
、

｢

及
び
緩
和
医
療
科｣

を

｢

、
緩
和
医
療
科
、
歯
科
及
び
歯
科
口
腔
外
科｣

に
改
め
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第

八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中

｢

糖
尿
病
ユ
ニ
ッ
ト
、
内
分
泌
内

科
、｣

及
び

｢

、
皮
膚
科
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
・
頭
頸
部
外
科｣

を
削
り
、

｢

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科
、
歯
科
及
び
歯
科
口
腔
外
科｣

を

｢

及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科｣

に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

糖
尿
病
セ
ン
タ
ー
に
内
分
泌
内
科
、
皮
膚
科
及
び
眼
科
を
置
く
。

別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中

｢

を

青 森 県 報平成21年12月28日 月曜日 第3180号7

が
ん
診
療
セ

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長

循
環
器
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
及
び
副
部
長

脳
神
経
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
科
並
び
に
ユ
ニ
ッ
ト
に
部
長
及
び
副
部
長

別
表
第
二
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
者
(第
４
条
関
係
)

職
員
の

区
分

職
務
の
級

号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

再任用職員以外の職員

１
か
ら

４
ま
で

2,900円
3,600円

7,400円
9,900円

５
か
ら

８
ま
で

3,000
3,800

7,600
10,100

９
か
ら

12ま
で

3,100
4,100

7,900
10,400

13か
ら

16ま
で

3,200
4,200

8,100
10,600

17か
ら

20ま
で

3,400
4,400

8,300
10,800

21か
ら

24ま
で

3,600
4,600

8,600
11,000

25か
ら

28ま
で

3,800
4,800

8,700
11,200

29か
ら

32ま
で

3,900
5,100

9,000
11,300

33か
ら

36ま
で

4,100
5,400

9,200
11,500

37か
ら

40ま
で

4,300
5,600

9,400
11,700

41か
ら

44ま
で

4,500
6,000

9,700
45か
ら

48ま
で

4,600
6,300

9,900
49か
ら

52ま
で

4,800
6,500

10,100
53か
ら

56ま
で

4,900
6,900

10,200
57か
ら

60ま
で

5,100
7,200

10,400
61か
ら

64ま
で

5,300
7,500

10,600
65か
ら

68ま
で

5,400
7,700

10,700
69か
ら

72ま
で

5,600
7,900

10,800
73か
ら

76ま
で

5,700
8,100

10,900
77か
ら

80ま
で

5,900
8,300

11,100
81か
ら

84ま
で

6,000
8,500

85か
ら

88ま
で

6,100
8,700

89か
ら

92ま
で

6,300
8,900

93か
ら

96ま
で

6,400
9,100

97か
ら
100ま

で
6,500

9,300
101か

ら
104ま

で
6,600

9,400
105か

ら
108ま

で
6,700

9,600
109か

ら
112ま

で
6,700

9,700
113か

ら
116ま

で
6,800

9,800
117か

ら
120ま

で
6,900

10,000
121か

ら
124ま

で
6,900

10,100
125か

ら
128ま

で
7,000

10,200
129か

ら
132ま

で
7,100

10,200
133か

ら
136ま

で
7,200

10,300
137か

ら
140ま

で
7,200

10,400
141か

ら
144ま

で
7,300

145か
ら
148ま

で
7,400

149か
ら
153ま

で
7,500

再
任
用

職
員

4,600
5,600

7,400
9,400



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｣

｢

に
改
め
、
別
表

｣

第
二
室
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
�
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
表
中

｢

中
央
病
院
の
科
、
部
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
の
長

を

中
央
病
院
の
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
長

｣

｢

中
央
病
院
の
糖
尿
病
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
周
産
期
母
子
医

療
セ
ン
タ
ー
の
長

中
央
病
院
の
副
セ
ン
タ
ー
長
並
び
に
科
、
部
及
び
ユ
ニ
ッ

に
改
め
る
。

ト
の
長

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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総
合
周
産
期

母
子
医
療
セ

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
、
副
部
長

特
定
診
療
部

門

部
門
長
、
ユ
ニ
ッ
ト
並
び
に
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師

長

が
ん
診
療
セ

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び

技
師
長

循
環
器
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
及
び
副
部
長

脳
神
経
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
科
並
び
に
ユ
ニ
ッ
ト
に
部

長
及
び
副
部
長

糖
尿
病
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
及
び
副
部
長

総
合
周
産
期

母
子
医
療
セ

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
、
副
部
長

特
定
診
療
部

門

部
門
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長

副
セ
ン
タ
ー

長

当
該
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。


